
 

 
「新北海道スタイル」安心宣言 

 

１．三密を回避します 
 喚起の悪い密閉空間 大勢がいる密集場所 間近で会話する密接場面 

 

   

 
１.換気の励行 ２.人の密度を下げる ３.近距離での会話や発声、 

高唱を避ける 

２．感染症防止の対策を行います 

 基本の感染対策 人と人の接触機会削減 

 

    

 
１. マスク着用の 

義務化 

２. 手指衛生の 

励行 

３. 一定の距離 

の確保 

４. 時差出勤や 

テレワーク 

３．安全のための環境を整備します 

 

１. 消毒設備、体温計の設置 

２. 一定の人数以上の人数制限や空席の確保 

３. 発熱などがある場合の入場制限 

４. 間仕切りなどの活用 

５. 従業員の健康管理 

 

キャリアバンクは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための取り組みを継続します。 

  
 

 



スタッフの皆さまへ 新型コロナウイルス感染症の対応について 
 

○ご自身の体調管理と感染予防・感染拡大防止対策を継続して下さい 

□ 各就業先が実施する感染予防対策や職場ルールの遵守 

□ 手洗い・うがい・咳エチケットの励行や勤務時・通勤時のマスクの着用（熱中症予防行動の徹底） 

□ プライベートでの不要不急の外出・大勢の人が集まる場所への外出の自粛 

□ 「密閉」・「密集」・「密接」－3 つの密を避ける 

□ 出勤前にご自身で体温測定、体調確認をお願いします 

 

○体調不良のとき 

 

ご家族などの感染や感染疑いについて 

□ 同居のご家族や近親者の発熱等に関する出勤の可否については、就業先と相談し、その指示を仰ぎます。 

□ 医師の診断によりご家族等の感染が確定した場合は、医師や保健所の公的機関の休業指示に従います。 

 

○休業時の給与の取扱いについて 

給与の取扱いについては、原則、労働基準法第 26 条に基づき、就業先と協議のうえ個別にご連絡します。 

【参考】 厚生労働省「新型コロナウイルスに関する Q&A（労働者の方向け）」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html 
 

本人の風邪や発熱等の症状 

ご自身の判断で自宅療養 

※通常の年休・病気欠勤です 

まずは、就業先の指示を仰ぎ、キャリアバンクへ速やかに連絡する 

※就業先と連絡がつかない場合は、キャリアバンクへ連絡して下さい。 

 

就業先の判断で就業禁止 

※労基法第 26 条の「休業手当」が

適用されます。 

各都道府県に設置されている 

帰国者・接触者相談センター等 

に相談。（地域により異なる） 

医師や保健所の指導など公的

機関の指導に従うこととなります。 

就業先およびキャリアバンクへ報

告して下さい。 

新型コロナウイルスの 

感染が確認されたら 

感染症法に基づき、医師や保健所など公的機関の休業指示に従い

ます。就業先およびキャリアバンクへ報告して下さい。 

※原則、法令に基づく行政の休業指示のため労基法第 26 条の適用外となります。 

季節性など一般的な感染症が疑われる場

合は、かかりつけ医などにご相談ください。 

出勤の可否は就業先と相談し、結果をキャリアバンクへ報告してください。 

✓ 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状

のいずれかがある場合。 

✓ 基礎疾患等により重症化しやすい方で、発熱や咳などの比較的軽い風

邪の症状がある場合。 

✓ 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合。 

（症状が４日以上続く場合は必ずご相談してください） 


